
 

 
 

避難場所の暑さ・寒さに備えます！ 

県下初、兵庫県冷凍空調設備工業会と災害時の空調設備等の供給に関する協定を締結 

 

１ 趣旨 

  災害時の避難場所へ可搬式の空調機器等を設置することを目的に、兵庫県冷凍空調設備工業会と

「災害時における空調設備の供給等の業務に関する協定」を締結しました。 

本協定の締結は、兵庫県下の市町村では初めてとなります。 

 

２ 協定締結日 

令和 2年 3月 17 日（火） 

 

３ 主な協定内容 

災害時に開設した指定避難場所等へ、可搬式空調設備（スポットエアコン、温風器等）及び発

電機を設置するとともに、備え付けの空調設備の冷媒フロンガスの回収等の復旧作業を行うもの

です。 

 

４ 協定締結により期待される主な効果 

  災害時に、避難場所へのスポットエアコンや温風器等の迅速な設置が可能となるとともに、施

設に備え付けの空調設備の機能回復業務によって、真冬や真夏における避難者の生活環境の向上

が期待できます。また、停電時には可搬式発電機も併せて設置することで、電気が不通であって

も空調設備の稼働が可能です。  

以 上 

令和 2 年 3月 30 日 

所 属 災害対策課 

所属長 馬淵 勉 

電 話 06－6489－6165 


